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認可保育所開設に伴い必要な手続き

１ 保育所の設置認可申請

２ 特定教育・保育施設確認申請



１ 申請書類
別紙「保育所等の認可申請書類について」

２ 提出締切
依頼文に記載の期日厳守

３ 提出先
オンライン手続かわさき（ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ）
（手続き名：児童福祉施設認可申請）



提出方法

（１）オンライン手続かわさき（e-KAWASAKI）から提出
してください。

（２）提出書類は番号ごとにＰＤＦ化し、ＺＩＰファイル
にて提出してください。
このとき、題名、ファイル名は番号としていただき
ますようお願いいたします。

（３）所定の様式があるものについては、ＰＤＦ化する前
のファイル形式のものも併せて提出してください。

●オンライン手続かわさき（ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ）
（手続き名：児童福祉施設認可申請）
https://lgpos.task-
asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/bcf8
a5a1-6e33-41c6-9f38-8971ee66f0cc/start

https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/bcf8a5a1-6e33-41c6-9f38-8971ee66f0cc/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/bcf8a5a1-6e33-41c6-9f38-8971ee66f0cc/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/bcf8a5a1-6e33-41c6-9f38-8971ee66f0cc/start


１保育所設置認可申請書に関する確認のポイント

〇２ 建物その他設備の規模及び構造
（１）延床面積
⇒提出書類４ 各室名称面積表
提出書類５ 賃貸借契約書
提出書類６ 検査済証
上記の書類と一致していること

〇３ 運営の方法
令和８年度「保育所等利用案内」で
公表している情報と一致していること

保育所設置認可申請書 

 

令和  年  月  日  

（宛て先）川崎市長  

 

事 務 所 等 所 在 地 

法 人 名 又 は 団 体名 

                       代 表 者 職 氏 名 

 

 児童福祉法第３５条第４項の規定により保育所を設置したいので、必要書類を添えて申請します。 

 

１ 名称及び位置 

（１） 名  称  ○○保育園 

（２） 位  置  川崎市○○区○○町○丁目○番○号 

 

２ 建物その他設備の規模及び構造 

（１） 延床面積 ○○○㎡ 

（２） 構  造 ○○造○○階建て○○階 

 

３ 運営の方法 

（１） 定  員 ○○人 

（２） 開所日及び開所時間 

月曜日～土曜日（日曜日、祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）は休所日とする。） 

ア 通常保育時間 ○時○○分～○時○○分 

  （コアタイム）○時○○分～○時○○分 

イ 延長保育時間 ○時○○分～○時○○分 

        ○時○○分～○時○○分 

（３） 受入年（月）齢  ○歳（か月）～ 

 

４ 経営の責任者及び福祉の実務に当る幹部職員の氏名及び経歴 

（１） 経営責任者  氏  名   

           生年月日   

           学  歴   

           職  歴  平成○〇年〇月 〇〇〇入社 

                 平成〇〇年〇月 〇〇〇退社 

（２） 幹部職員   氏  名   

    （施設長）  生年月日   

           学  歴   

          職  歴  平成○〇年〇月 〇〇〇入社 

                平成〇〇年〇月 〇〇〇退社 

 

５ 事業開始の予定年月日  令和  年  月  日 

検査済証・賃貸借契約書の面積と 
一致させてください。 

開所時間は、次のいずれかです。 
 
【１】 
通常保育  ７時００分～１８時００分 
延長保育 １８時００分～２０時００分 
 
【２】 
通常保育  ７時３０分～１８時３０分 
延長保育  ７時００分～ ７時３０分 
       １８時３０分～２０時００分 
 
また、短時間認定の児童を受け入れる
「コアタイム」は、８時３０分～１６時３０
分、９時～１７時のいずれかとなりま
す。 
 

職歴は詳しく記載してください。 



〇各保育室の面積は
有効面積となっていること

〇保育室以外の部屋の面積は
内法面積となっていること

３平面図及び４各室名称面積表に関する確認のポイント

〇平面図に各部屋の名称及び面積が記載されており
各室名称面積表と一致していること

〇保育所等延床面積が
提出書類１ 認可申請書
提出書類５ 賃貸借契約書
提出書類６ 検査済証
上記の書類と一致していること



５建物賃貸借契約書の写し及び
６建築基準法の規定による検査済証及び消防用設備等の検査済証に関する確認ポイント

〇建物賃貸借契約書の写し及び検査済証に記載の面積が
認可申請書等の延床面積と一致していること

⇒面積が異なる場合は建物オーナー様と「覚書」や「変更契約書等」を締結し
すべて同一の面積とすること

〇給食用のダムウェーターやエレベーターを設置している場合は
それぞれの検査済証も添付すること

〇消防用設備等の検査書類についても添付すること

〇既存の建物を改修して保育所等を整備する場合で、特殊建築物（保育所等）への
用途変更が必要な場合は確認済証を添付すること（床面積２００㎡を超える場合）



７評議員・監事を含む役員名簿及び
８職員名簿に関する確認ポイント

〇７役員名簿について全ての役員について
役職名・生年月日・就任年月日・住所・
主な勤務先及び役職名が記載されていること

〇８職員名簿の雇用形態について
法人における実際の雇用形態ではなく
１日６時間以上かつ週５日以上就労の場合に「常勤」
それ以下の場合は「非常勤」とすること

〇有資格者については資格証の写しを添付すること

〇資格取得手続き中で資格証の写しが提出できない場合
資格取得見込証明書等の代わりとなる書類を添付する
こと



１２施設の運営についての重要事項に関する
規定（運営規定）に関する確認のポイント

〇川崎市で作成したひな形を活用して作成又は
法人様の独自様式を使用して作成も可

〇独自様式を使用する場合
ひな形に記載されている事項が網羅されていること

〇記載内容について他の申請書類との整合性が取れて
いること



１３定款、就業規則、給与規程、経理規程等及び１４預金残高証明書に関する確認のポイント

〇定款は、代表者名の押印にて原本と相違ないものであることを
証明する書類を併せて添付すること

〇就業規則は労働基準監督署の受付印のある写しを添付すること

〇残高証明書の日付は認可申請日から１か月以内であること



１ 申請書類
（１）特定教育・保育施設（特定地域型保育事業者）

確認申請書（様式あり）
（２）付表（様式あり）
（３）重要事項説明書（様式あり）
（４）誓約書（様式あり）

２ 提出締切
依頼文に記載の期日厳守

３ 提出先
オンライン手続かわさき（ｅ－ＫＡＷＡＳＡＫＩ）
（手続き名：施設・事業所確認申請）

https://lgpos.task-
asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/844b
5c63-0d39-4bb1-9d50-adced03f9643/start

https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/844b5c63-0d39-4bb1-9d50-adced03f9643/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/844b5c63-0d39-4bb1-9d50-adced03f9643/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/141305/ea/residents/procedures/apply/844b5c63-0d39-4bb1-9d50-adced03f9643/start


確認申請書及び付表に
関する確認ポイント

〇黄色の必須項目がすべて
入力されていること

〇付表の記載内容について
その他の申請書類との整
合性が取れていること



〇川崎市で作成したひな形を活用して作成又は
法人様の独自様式を使用して作成も可

〇独自様式を使用する場合
ひな形に記載されている事項が網羅されていること

重要事項説明書に関する注意点

〇記載内容について他の申請書類との整合性が取れて
いること



誓約書に関する注意点

〇全役員の記載があること

〇施設長の記載があること

〇記載されている全役員及び施設長の押印があること

〇法人代表者の記名押印（法人代表者印）があること
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